
　毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
） 

         

　
　
　
　
　
　
　目

　
　次

　
　

 
 

　規

　則 

○
福
島
県
獣
医
学
生
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則               

五
四
三 

　告

　示 

○
保
安
林
の
指
定
を
す
る
件                                                     

五
五
〇 

○
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
件                                                 

五
五
〇 

○
保
安
林
の
指
定
施
行
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
件                 

五
五
〇 

○
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
件                                                   

五
五
一 

○
都
市
計
画
事
業
を
認
可
し
た
件                                                 

五
五
一 

 

　
　
　
　
　
　
　
　

 

規

　
　則 
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

　福
島
県
獣
医
学
生
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
七
年
十
一
月
二
十
一
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄

　

 

福
島
県
規
則
第
五
十
八
号 

福
島
県
獣
医
学
生
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

　福
島
県
獣
医
学
生
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
（
平
成
五
年
福
島
県
規
則
第
四
十
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

　様
式
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 
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様式第１号（第１条関係） 
（表） 

獣医学生修学資金貸与申請書 
年  月  日 

  福島県知事 
申請者 本  籍 

                       住  所 
                       氏

ふり
  名

がな
                        

                                              生年月日     年  月  日 
                        
  

獣医学生修学資金の貸与を受けたいので、福島県獣医学生修学資金貸与条例第２条の 
規定により、下記のとおり申請します。 

記 
貸 与 
申請額 

 月額          円 貸 与 
期 間 

        年  月  日から 
              年  月  日まで 

大 学 

名   称  
 

学部・学科
 
                     学部      学科

 
学年

 
           年

 

所 在 地
 郵便番号（   ）          電話番号（      ） 
 

入   学 
年 月 日 

       年  月  日  卒業見込 
年 月 日 

      年  月  日 

家 
 
族 
 
の 
 
状 
 
況 

氏  名 続柄 年 齢 職  業 勤務先 年   収 
（税 込 み） 住       所 
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（裏） 
 

保 
 
証 
 
人 

 本 籍  
 

 住 所  
 

 氏 名   生 年
月 日 

           年  月  日 続
柄  

 職 業  
 

年  収 
（税込み）  

 勤務先  
 

保 
 
証 
 
人 

 本 籍  
 

 住 所  
 

 氏 名   生 年
月 日 

          
 年  月  日 続

柄  

 職 業
  

 
年  収 

（税込み）  

 勤務先
  

 
    上記の申請について同意します。 

親権者又は後見人 住  所 
氏 名
ふ り が な

                        
    上記の申請により修学資金の貸与を受けたときは、本人と連帯してその債務を履行す  

ることを保証します。 
保証人 住  所 

氏 名
ふ り が な

                        
保証人 住  所 

氏 名
ふ り が な
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　様
式
第
六
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 
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様式第６号（第６条関係） 
 

獣医学生修学資金返還明細書 
決 定
番 号 

               年度第    号 大学名  
 

氏 名  返還金 
総 額 

                            円 

生 年 
月 日 

               年  月  日 
返 還 
内 訳 

月 賦 額          円 
半年賦額                    円 
期間        年   月から 
                   年   月まで 本 籍  

 

住 所  
 

貸 与 
期 間 

  月額             円 
  期間             月 

連絡先 
名称等                              電話番号（            ） 

 

所在地  
 

保 
 
 
 
証 
 
 
 
人 

本  籍  
 本  籍  

 

住  所  
 住  所  

 
氏  名 
生年月日 

                 
     年    月   日 

続 
柄  

氏  名 
生年月日 

                   
      年  月  日 

続 
柄  

職  業  
 職  業  

 

勤 務 先  
 勤 務 先  

 
年  収 
（税込み） 年  収 

（税込み） 
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　様
式
第
十
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 
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様式第 10 号（第 10 条関係） 
 

保証人変更承認申請書 
 
                                                        年   月   日  

 

福島県知事 
                          

 決定番号     年度第    号                   
申請者 住  所 

                                             氏  名                          
 
 下記により、保証人を変更したいので承認してください。 

記 

新 
 
保 
 
証 
 
人 

本   籍  
 

住   所  
 

氏 名
ふ り が な

  生 年
月 日 

           年  月  日 続
柄  

職   業  
 

年   収 
（税込み） 

 

勤 務 先  
 

変更しようと 
する理由 

 
 

旧保証人       に代わって保証人となることを承諾します。 
 

年   月   日 
        

                新保証人 
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附

　則 

１

　こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２

　こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
提
出
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
福
島
県
獣
医
学
生
修
学
資
金
貸
与
条
例

施
行
規
則
様
式
に
よ
る
申
請
書
等
は
、
改
正
後
の
福
島
県
獣
医
学
生
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則

様
式
に
よ
る
申
請
書
等
と
み
な
す
。 

３

　こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
福
島
県
獣
医
学
生
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
規
定

に
基
づ
い
て
作
成
さ
れ
て
い
る
申
請
書
そ
の
他
の
用
紙
は
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が

で
き
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
食
品
生
活
衛
生
課
） 

 

　
　
　
　
　
　
　
　

 

告

　
　示 

　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

福
島
県
告
示
第
七
百
六
十
六
号 

　森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を
す
る
。 

　
　令
和
七
年
十
一
月
二
十
一
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一
１

　保
安
林
の
所
在
場
所 

い
わ
き
市
小
川
町
上
小
川
字
上
戸
渡
二
四
六
か
ら
二
五
二
ま
で 

　２

　指
定
の
目
的 

水
源
の
涵
養 

か
ん

　３

　指
定
施
業
要
件 

㈠

　立
木
の
伐
採
の
方
法 

⑴

　主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。 

⑵

　主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
い
わ
き
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る

標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

⑶

　間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

㈡

　立
木
の
伐
採
の
限
度 

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

二
１

　保
安
林
の
所
在
場
所 

い
わ
き
市
小
川
町
上
小
川
字
中
戸
渡
三
五
の
一
一 

　２

　指
定
の
目
的 

水
源
の
涵
養 

　３

　指
定
施
業
要
件 

㈠

　立
木
の
伐
採
の
方
法 

⑴

　主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。 

⑵

　主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
い
わ
き
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る

標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

⑶

　間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

㈡

　立
木
の
伐
採
の
限
度 

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

　（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
福
島
県
農
林
水
産
部
森
林
林
業
総
室
森
林
保

全
課
及
び
い
わ
き
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
） 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
森
林
保
全
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
七
百
六
十
七
号 

　森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
。 

　
　令
和
七
年
十
一
月
二
十
一
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所 

相
馬
市
山
上
字
明
神
五
の
八 

二

　保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

水
害
の
防
備 

三

　解
除
の
理
由 

指
定
理
由
の
消
滅 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
森
林
保
全
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
七
百
六
十
八
号 

　森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
農
林

水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。 

　
　令
和
七
年
十
一
月
二
十
一
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所 

本
宮
市
白
岩
字
塩
ノ
崎
三
、
八
八
二
の
七
、
八
八
二
の
一
〇
か
ら
八
八
二
の
一
二
ま
で
、
八
八
二

の
一
四
か
ら
八
八
二
の
二
一
ま
で
、
八
八
二
の
二
九
、
一
〇
七
七
か
ら
一
〇
九
一
ま
で
、
一
〇
九
二

の
一
か
ら
一
〇
九
二
の
四
ま
で
、
一
〇
九
三
か
ら
一
一
〇
三
ま
で
、
字
田
中
一
の
一
、
三
一
七
の
一
、

三
一
七
の
九
、
三
一
九
、
三
二
一
、
字
大
岩
入
一
一
八
の
二
、
一
四
六
の
一
四
か
ら
一
四
六
の
一
六

ま
で
、
一
四
六
の
二
七
、
一
四
六
の
三
〇
、
一
五
三
の
二
、
一
五
三
の
一
二
、
一
五
四
の
三
、
一
五

四
の
四
、
一
五
四
の
七
、
一
五
四
の
三
三
、
一
七
五
、
一
八
二
、
一
九
一
、
字
竹
ノ
作
三
七
三
の
二
、

三
七
五
の
二
、
三
九
三
、
三
九
五
の
二
、
四
一
四
の
一
、
四
一
四
の
三
、
四
一
四
の
四
、
四
六
一
の

二
、
四
九
〇
の
一
〇
、
四
九
〇
の
一
一
、
四
九
〇
の
一
六
、
四
九
〇
の
四
二
、
五
〇
四
か
ら
五
一
一

ま
で 

二

　保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

土
砂
の
流
出
の
防
備 

三

　変
更
後
の
指
定
施
業
要
件 
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１

　立
木
の
伐
採
の
方
法 

㈠

　主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。 

㈡

　主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
本
宮
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準

伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

㈢

　間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

２

　立
木
の
伐
採
の
限
度 

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

　（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
福
島
県
農
林
水
産
部
森
林
林
業
総
室
森
林
保

全
課
及
び
本
宮
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
） 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
森
林
保
全
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
七
百
六
十
九
号 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
県
南
建
設
事
務
所
で
令
和
七
年
十
一
月
二
十
一
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
七
年
十
一
月
二
十
一
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

 
 

変 

更 

前 
敷
地
の
幅
員 

延

　
　
　
　長 

路 

線 

名

区

　
　
　
　間

変 

更 

後 
 

 

の

　
　別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

県
道
白
坂

西
白
河
郡
西
郷
村
大
字
小

変
更
前

　

　
　一
〇
・
七
～ 

　
　
　七
七
・
六

停
車
場
小

田
倉
字
原
中
三
五
二
番
三

　
　
　一
六
・
四

田
倉
線

　
地
先
か
ら

　
　
　
　
　
　

同

　
　郡
同

　村
大
字
小

変
更
後

　

 

　
　一
〇
・
七
～ 
　
　
　九
〇
・
二 

田
倉
字
大
清
水
二
八
番
二

　
　
　三
五
・
〇

地
先
ま
で

　
　
　
　
　
　

（
道
路
計
画
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
七
百
七
十
号 

　都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事

業
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。 

令
和
七
年
十
一
月
二
十
一
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　施
行
者
の
名
称 

双
葉
町 

二

　都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称 

双
葉
都
市
計
画
公
園
事
業

　六
・
五
・
一
号

　双
葉
運
動
公
園 

三

　事
業
認
可
の
年
月
日 

令
和
七
年
十
一
月
二
十
一
日 

四

　事
業
施
行
期
間

　令
和
七
年
十
一
月
二
十
一
日
か
ら
令
和
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

五

　事
業
地 

収
用
の
部
分

　双
葉
郡
双
葉
町
の
う
ち
、
大
字
中
野
字
谷
地
前
及
び
羽
山
前
の
各
一
部
の
区
域 

使
用
の
部
分

　な
し 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
ま
ち
づ
く
り
推
進
課
） 
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